
１３ 医療保険制度の健全な運営 

 〔現況及び施策の方向〕 本県の国民健康保険事業は，23 市町 4組合の 27保険者によって運営され，平成 23 年度末現在では県人口の 26.2％にあたる約 74万 6千人が加入しており，地域住民の健康の増進に大きく貢献している。（平成 20年 4月から 75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度が開始されている。） 国民健康保険事業の実施に当たっては，保険料（税）の収納促進，診療報酬明細書等点検調査の充実による給付の適正化及び保健事業の推進に努め，国民健康保険制度の安定的な運営を図ることが必要である。 
 〔事業の内容〕 １ 国民健康保険事業 他の医療保険と比較して，高齢者や低所得者の構成割合が高く，経済状況の影響も受けやすい，ぜい弱な財政基盤に加え，多様化・高度化する医療需要の増大等もあり，保険財政は厳しいものとなっている。 各保険者は，国庫補助金，県による助成及び保険料（税）の適正賦課等によって，国民健康保険事業の安定化に努めている。（昭和 33 年度創設） 
                第 1 表 国民健康保険被保険者数等                                 （単位 人，円，％） 区   分 国民健康保険 被 保 険 者 数       （年度末現在） １ 人 当 た り 医  療  費  保 険 料 （税） 収  納  率 平成 23 年度 745,840          356,327 91.00 平成 22 年度 751,198          347,584 90.79 平成 21 年度 755,016          339,140 90.13 （注） 1 人当たり医療費について，市町分は 3 月～2 月診療分により，組合分は 4 月～3 月診療分により算出している。                          第 2 表 国保事業決算の状況                                       （単位 千円，団体） 区  分 歳入総額 歳出総額 歳入歳出 差 引 額 左  の  内  訳 剰 余（黒字） 不 足（赤字） 保険者数 金  額 保険者数 金  額 平成 23 年度 318,528,335 311,459,292 7,069,043    27 7,069,043    0 0 平成 22 年度 308,601,885 303,584,035 5,017,850    27 5,017,850    0 0 平成 21 年度 306,482,343 300,833,009 5,649,334    27 5,649,334    0 0  （1） 被保険者の資格の適用 国民健康保険は，国民皆保険の下に市町及び国民健康保険組合が保険者となって，各種被用者保険に加入していない自営業者等を対象として必要な給付を行っている。                                  第 3表 国民健康保険の適用状況                                  （単位 団体，世帯，人） 区  分 保  険  者  数 世  帯  数 被 保 険 者 数 市 町 組  合 計 平成 23 年度     23       4       27        440,803         745,840 平成 22 年度     23       4       27        441,891         751,198 平成 21 年度     23       4       27        442,050         755,016 
    （注） 年度末現在の数値による。  



（2） 保険給付     被保険者の疾病及び負傷に関して療養の給付（義務教育就学前8割，義務教育就学後70歳未満7割， 70 歳以上 75 歳未満 7・8割〔平成 26 年 3 月末までは 7・9割〕及び被保険者の出産，死亡等に関して出産育児一時金（390,000 円〔産科医療保障制度加入時：420,000 円〕），葬祭費（10,000 円～50,000円）等を支給している。                 第 4 表 保 険 給 付 の 状 況                                     （単位 千円，％） 区       分 平成 23 年度 平成 22 年度 平成 21 年度 
 療 
 

 養 
 

 諸 
 

 費 
療 養 の 給 付 費              266,352,045 261,801,753 257,029,665 療 養 費              2,563,594 2,527,465 2,474,511 小 計              268,915,639 264,329,218 259,504,176 対 前 年 増 加 率              1.7 1.9 2.5 負 担 区 分  保 険 者 負 担       195,886,951 192,433,329 188,866,367 

 被保険者負担 56,527,363 55,558,567 54,335,358 
 その他の負担 16,501,324 16,337,322 16,302,451 高額療養費・高額介護合算療養費 21,672,345 20,906,340 19,703,523 そ保 の険 他給 の付 出 産 育 児 一 時 金              1,446,016 1,489,662 1,356,132 葬 祭 費              147,250 148,780 147,420 傷 病 手 当 金 等              143,135 145,651 185,932 小 計              1,736,401 1,784,093 1,689,484 

  （注） 広島市，福山市を含む。 
               第 5表 医療給付に関する諸率の状況                                     （単位 件，日，円） 区  分 受 診 率 １件当たり日数 １日当たり費用額 １人当たり医療費 平成 23 年度 広島県 1,087.33 2.29 11,321 356,327 全 国 967.55 2.09 11,587 298,155 平成 22 年度 広島県 1,076.39 2.35 11,004 347,584 全 国 954.79 2.13 11,263 288,816 平成 21 年度 広島県 1,086.57 2.35 10,603 339,140 全 国 959.67 2.13 10,827 279,463 
   （注）1 受診率は，「療養の給付」の件数（薬剤支給の件数を除く）を年間平均被保険者数で除し，100 倍した数値で あり，被保険者 100 人当たりの年間受診回数を表している。 2  市町村分は 3 月～2 月診療分により，組合分は 4 月～3 月診療分により算出している。 3  全国の数値は国民健康保険事業年報から引用。 
 （3） 保険料（税）の収納 保険者のうち市町では，保険料又は保険税のいずれかを選択（国民健康保険組合は保険料に限る。）することができ，本県では，広島市，呉市，尾道市，大竹市が保険料，その他の市町は保険税を採用している。 保険料（税）は，健全財政を確保するため，医療費に見合う額を賦課するよう指導しているが，被保険者に低所得者や無職者が多いため，医療費に見合う保険料（税）の確保は困難な状況がある。 賦課方式は，第 6 表のとおり，ほとんどの保険者が所得割，資産割，被保険者均等割及び世帯別平等割を賦課する方式を採用している。 平成 23 年度の１世帯当たり保険料（税）調定額は，第 7表のとおり 159,558 円となっており，前年度に比べて 4,774 円，3.1％の増加となった。 なお，低所得世帯に対しては，第 8 表のとおり保険料（税）の軽減の措置が講じられており，全世帯の 45.5％が軽減対象世帯となっている。 対前年度比で軽減対象世帯が増加している要因として，７割の軽減世帯数は減少に転じたが，５割，２割の軽減世帯数が増加していることから，景気低迷に伴う所得金額の相対的な減少が考えられる。 

 



第 6表 賦課方法別市町数   （医療分・介護分）                         （単位 市町数） 区   分 所得割・資産割 均等割・平等割 所  得  割 均等割・平等割 計 保  険  税                 16                  3                 19 保  険  料                  2                  2                  4 計                 18                  5                 23 
    構 成 比（％）               78.3 21.7              100.0 

    （注） 平成 23 年 4 月 1 日現在の数値による。                第 7表 保険料（税）の収納状況 （単位 千円，％，円） 区  分 保険料（税）額（現年度分） １世帯当たり調定額 調 定 額 収 納 額  収  納  率 
 広島県（全国） 金    額 対前年増加率 広 島 県 全  国 広 島 県 全  国 平成 23 年度 70,984,915 64,593,834 91.00(90.74) 159,558 166,310 3.1      1.0 平成 22 年度 69,037,944 62,679,102 90.79(90.04) 154,784 164,679    ▲1.6    ▲3.0 平成 21 年度 70,339,219 63,397,305 90.13(89.52) 157,294 169,716      6.3      1.3 （注） 収納率は，居所不明者分調定額を控除した調定額を用いて算出している。 なお，全国の数値は国民健康保険事業年報から引用。     第 8表 低所得世帯に対する保険料（税）軽減措置実施状況 （医療分）                                             （単位 世帯，％，人，千円） 区  分 7（6）割 軽 減 5（4）割 軽 減 2 割 軽 減 世  帯  数 被保険者数 世 帯 数 被保険者数 世 帯 数 被保険者数 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 平成 24 年度 114,448 27.2 154,970 22.0 20,595 4.9 48,721 6.9 56,360 13.4 99,651 14.2 平成 23 年度 115,031 27.4 156,682 22.2 20,131 4.8 47,397 6.7 54,433 12.9 97,364 13.8 平成 22 年度 113,530 27.0 154,366 21.8 19,976 4.7 47,269 6.7 52,496 12.5 94,184 13.3 区  分 計  世  帯  数 被保険者数 軽 減 額 実 数 割合 実 数 割合 平成 24 年度 191,403 45.5 303,342 43.1   5,715,186（5,351,449） 平成 23 年度 189,595 45.1 301,443 42.6   5,548,295（5,225,340） 平成 22 年度 186,002 44.2 295,819 41.7   5,342,790（5,063,613）  （後期分）                                              （単位 世帯，％，人，千円） 区  分 7（6）割 軽 減 5（4）割 軽 減 2 割 軽 減 世  帯  数 被保険者数 世 帯 数 被保険者数 世 帯 数 被保険者数 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 平成 24 年度 114,448 27.2 154,970 22.0 20,595 4.9 48,721 6.9 56,360 13.4 99,651 14.2 平成 23 年度 115,031 27.4 156,682 22.2 20,131 4.8 47,397 6.7 54,433 12.9 97,364 13.8 平成 22 年度 113,530 27.0 154,366 21.8 19,976 4.7 47,269 6.7 52,496 12.5 94,184 13.3 区  分 計  世  帯  数 被保険者数 軽 減 額 実 数 割合 実 数 割合 平成 24 年度 191,403 45.5 303,342 43.1 1,726,286（1,617,090） 平成 23 年度 189,595 45.1 301,443 42.6 1,598,795（1,505,955） 平成 22 年度 186,002 44.2 295,819 41.7 1,495,445（1,416,927）  （介護分）                                             （単位 世帯，％，人，千円） 区  分 7（6）割 軽 減 5（4）割 軽 減 2 割 軽 減 世  帯  数 被保険者数 世 帯 数 被保険者数 世 帯 数 被保険者数 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 平成 24 年度 50,449 25.2 56,242 22.5 10,658 5.3 14,718 5.9 24,147 12.1 30,937 12.4 平成 23 年度 50,584 25.2 56,913 22.5 10,265 5.1 14,272 5.6 23,397 11.6 30,023 11.9 平成 22 年度 49,331 25.0 55,099 22.3 10,326 5.2 14,256 5.8 22,693 11.5 28,563 11.5 区  分 計  世  帯  数 被保険者数 軽 減 額 実 数 割合 実 数 割合 平成 24 年度 85,254 42.7 101,897 40.9 668,443（572,121） 平成 23 年度 84,246 41.9 101,208 40.0 642,621（514,911） 平成 22 年度 82,350 41.8 97,918 39.6 597,917（512,153） （注）1 市町国保のみの数値である。    2 軽減額の（  ）は，退職被保険者分を除いた数値である。    3 世帯数及び被保険者数は，4 月 1 日現在の数値による。  



（4） 国庫補助の状況     保険料（税）とともに国保財政の主な財源となっているのは国庫支出金であり，平成 23 年度歳入    総額に対する割合は 23.8％である。 
               第 9表 国庫支出金の状況                                       （単位 千円） 区      分 平成 23 年度 平成 22 年度 平成 21 年度 事 務 費 負 担 金 47,897 50,850 45,236 療 養 給 付 費 等 負 担 金 56,092,455 56,829,578 56,388,991 高額医療費共同事業負担金 1,436,218 1,439,374 1,316,824 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金 224,259 201,916 196,120 普 通 調 整 交 付 金 11,334,029 11,499,703 11,192,683 特 別 調 整 交 付 金 6,531,571 6,020,132 6,225,137 出 産 育 児 一 時 金 等 補 助 金 93,117 205,790 204,791 特 別 対 策 費 補 助 金 0 34,409 35,570 計 75,759,546 76,281,752 75,605,352 （注） 広島市，福山市を含む。 
 （5） 保険者の実地指導等     国民健康保険事業の適正な運営を図るため，保険者の実地指導等を随時行い，事業運営の健全化に努める。 
               第 10 表 保険者等の実地指導の状況                               （単位 団体数） 区   分 一 般 指 導 特 別 指 導 平成 24 年度 8 11 平成 23 年度 8 10 平成 22 年度 5 12 
                             第 11 表 国民健康保険直営診療施設の決算状況 ア 病院                                       （単位 会計，千円） 区  分 会計数 損  益  の  状  況 未処理 欠損金 不 良 債務額 未処理 利 益 剰余金 会計数 当年度 純利益 会計数 当年度 純損失 平成 23 年度 9 7 584,270 2 175,798 2,367,075      0 2,514,111 平成 22 年度 10 8 518,466 2 56,524 2,265,110      0 2,058,942 平成 21 年度 10 7 386,876 3 327,406 2,873,062      0 1,655,000 
 イ 診療所 （単位 会計，千円） 区  分 会 計 数 黒     字 赤     字 会 計 数 黒 字 額 会 計 数 赤 字 額 平成 23 年度 15 10 171,191 5 81,293 平成 22 年度 14 10 143,936 4 64,919 平成 21 年度 14 10 122,956 4        51,807 
 （6） 保険医療機関等の指導監査     各種医療保険における療養の給付を取扱う保険医療機関等について，保険診療の適正化を期すため，医療担当者を対象とした個別指導及び集団指導並びに医療機関等に対する指導監査を中国四国厚生局と連携して実施する。 
 

 

 

 



        第 12 表 平成 24年度保険医療機関等指導監査件数及び返還金処理状況 （単位 機関，円） 区  分 機 関 数 返還金額 説     明 監 査 個別指導 集団指導 医       科 0 60 563 171,318,963 国民健康保険法，高齢者の医療の確保に関する法律，生活保護法の医療に関するものなど 歯       科 0 46 512 2,035,740 薬       局 0 99 557 2,539,729 訪 問 看 護 0 0 15 0 柔 道 整 復 1 1 69 0 計 1 206 1,716 175,894,432  （7） 市町国保財政健全化対策事業    ア 国保医療費適正化推進事業（予算額 3,253 千円） 市町保険者等が実施する国民健康保険事業等に係る助言・指導を行うとともに，事業状況等のデータ作成業務を広島県国民健康保険団体連合会に委託して実施する。（昭和 63年度創設）    イ 市町国保財政助成事業（予算額 8,121,709 千円）      市町に対し，保険基盤安定制度及び高額医療費共同事業に対する助成を行う。（昭和 63 年度創設） 
                第 13 表 市町国保財政助成事業の状況 （単位 千円） 事  業  名 内        容 平成 25 年度（予定） 平成 24 年度 平成 23 年度 保険基盤安定負担金 負担割合 (保険料（税）軽減分） 県 3/4,市町 1/4 (保険者支援分） 国 1/2，県 1/4，市町 1/4 6,314,411 6,061,824 5,847,882 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金 負担割合 国 1/4，県 1/4，市町 1/2 1,807,298 1,446,622 1,396,551 （注） 広島市，福山市を含む。  ウ 国民健康保険県調整交付金（予算額 15,991,277 千円）      市町国保の財政調整を図るため，交付金を交付する。（平成 17 年度創設） 
 第 14表 国民健康保険県調整交付金の状況                            （単位 千円） 区  分 金  額 平成 24 年度 13,320,121 平成 23 年度 10,389,988 平成 22 年度 10,599,374 （注） 広島市，福山市を含む。 
 エ 国民健康保険広域化等支援基金の運営（平成 24 年度末基金額 239,473 千円）      国民健康保険事業の運営の広域化及び国民健康保険の財政の安定化のために，県に設置している       国民健康保険広域化等支援基金から市町（国民健康保険を行う一部事務組合及び広域連合を含む。）       に対して，貸付又は交付を行う。（平成 14年度創設） 
 第 15表 国民健康保険広域化等支援基金の運営状況 （単位 千円） 区  分 運 用 収 入 貸付・交付額 摘     要 平成 24 年度 474 0 基金造成時負担割合 国 1／2，県 1／2 平成 23 年度 936 0 平成 22 年度 1,204 0 



（8）【新】国保組合特定健診等実施率向上対策事業（予算額 7,125 千円）    国民健康保険組合における特定健診等実施率の向上を図るため，普及啓発，受診勧奨等の取組に対 して助成を行う。（平成 25 年度創設）  （9） レセプト点検指導の実施    ア 市町への実地指導      レセプト点検調査事務の充実に取り組むため，市町の実地指導を行う。 
 第 16表 平成 24 年度国民健康保険レセプト点検の実施状況 
 区   分 内   容 実 地 指 導 23 市町，4 国民健康保険組合      イ 研修会の実施    市町のレセプト点検員等を対象とした研修会を実施する。 
 第 17表 平成 24 年度研修会実施状況  区   分 内   容 回   数 レセプト点検員研修 レセプト点検の事例研究等について 広島市 4 回  ２ 後期高齢者医療制度 平成 20 年度から 75 歳以上の高齢者（65 歳～74 歳の一定程度の障害のある者を含む。）を対象とした新たな医療保険制度が開始された。 この制度は，全ての市町が参加する後期高齢者医療広域連合が運営主体となり，保険料の決定，医    療の給付等を行う。 （1） 高齢者の医療の確保に関する法律による医療等の実施（予算額 29,403,879 千円）    高齢者の健康保持と適切な医療の確保を図るため，後期高齢者医療広域連合が実施する法による医療等に要する費用（一定以上所得者に係る医療等に要する費用を除く。)の一部（12分の 1）を負担する。（平成 20 年度創設） ア 対 象 者       75 歳以上の人及び 65歳以上 75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けている人     イ 医療費の自己負担割合       一般の人は１割，現役並み所得者は３割     ウ 保険料       平成 24～25 年度の年間保険料は，均等割額（被保険者全員が均等に負担）43,735 円と所得割額（（総所得金額等－基礎控除）×所得割率 8.35％）の合計となる。 なお，所得の低い人は，世帯の所得に応じて均等割額の 9割・8.5 割・5割・2割が，また，基礎控除後の所得額が 58 万円以下の人は所得割額の 5割が軽減される。      



第 18表 後期高齢者医療県負担金給付状況 (単位 人，千円) 区    分 受 給 者 数 (A) 後 期 高 齢 者 医 療 給 付 費  (B) ( B ) の う ち 県 費 負 担 額 1 人当たり給付費 ( B ) ／ ( A ) 円  平成 25 年度(予定) 366,436 367,814,089 29,403,879 1,003,761 平成 24 年度 358,560 346,206,012 28,451,337 965,546 平成 23 年度 350,048 352,954,755 26,610,033 1,008,304  （2） 後期高齢者医療助成事業（予算額 6,347,418 千円）     後期高齢者広域連合の財政安定化を図るため，第 19表のとおり事業を実施する。（平成 20年度創設）  第 19 表 後期高齢者医療助成状況 (単位 千円) 区   分 事 業 内 容 負担割合 平成 25 年度 （予定） 平成 24 年度 平成 23 年度 保険基盤安定制度 低所得世帯等の保険料（均等割）の軽減措置分を補填 県 ：3/4 市町：1/4 4,185,647 3,965,312 3,712,545 高額医療費 負 担 金 高額な医療費による広域連合の財政リスクを緩和するため，レセプト１件当たり 80 万円を超過する医療費の一定割合を補填 国 ：1/4 県 ：1/4 広域連合：2/4  1,156,791  1,160,837  1,027,485 不均一保険料 助       成 （H20～H25 の激変緩和措置） 医療費が著しく低い市町の保険料軽減分を補填（該当市町：神石高原町） 国 ：1/2 県 ：1/2    3,368   3,225   6,070 財政安定化  基金繰入金  （基金繰入期間：H20～H25） 広域連合の財政不足等に対する貸付又は交付を行うため，県に「財政安定化基金」を設置 国 ：1/3 県 ：1/3 広域連合：1/3 1,001,612  1,005,236  930,584 財政安定化  基 金 取 崩 後期高齢者保険料の軽減を図るため，保険料収納額の減等による財源不足に対し，基金を取り崩し，広域連合に交付 県：10/10 0  2,503,626  0 
 （3） 後期高齢者医療財政安定化基金の運営（平成 24年度末基金額 1,980,118 千円） 後期高齢者医療広域連合の財政の安定化を図るため，給付の見込み誤りや保険料の未納による財政不足等に対し，県に設置している後期高齢者医療財政安定化基金から，貸付又は交付を行う。（平成20 年度創設）  第 20 表 後期高齢者医療財政安定化基金の運営状況 （単位 千円） 区  分 積 立 額 貸付・交付額 摘     要 平成 24 年度 1,005,236 2,503,626 負担割合 国 1／3，県 1／3，      広域連合 1／3 平成 23 年度 930,583 0 平成 22 年度 933,885 0  ３ 医療費適正化の推進 本県における医療費の適正化を図るため，「第２期広島県医療費適正化計画」（計画期間：平成 25 年度 ～29 年度）に基づき，「県民の健康づくりに向けた取組」及び「効率的な保健医療福祉提供体制の推進」等の施策を計画的に推進する。 医療費適正化計画評価検討委員会の開催等（予算額 1,190 千円） 平成 19 年度に策定した「第１期広島県医療費適正化計画」（計画期間：平成 20 年度～平成 24 年度）について，平成 22年度に行った中間評価を踏まえ，計画に定めた施策の取組状況と目標値の進捗状況に関する実績評価を行う。 



【広島県医療費適正化計画の概要】 計画期間 平成 20 年 4 月から 5 年毎に策定。政策目標達成年度：平成 29（2017）年度 
医療費適正化の実現に向けた施策の実施 ①県民の健康づくりに向けた取組  ○特定健康診査・特定保健指導の効果的な実施  ○生活習慣病等対策の推進等 ②効率的な保健医療福祉提供体制の推進  ○医療機関の機能分化・連携体制の構築  ○地域包括ケアの推進等 ③適正受診の推進  ○頻回・重複受診者に対する保健指導の推進  ○後発医薬品の普及促進  ○レセプト点検の充実等 

 


